




































実践レポート実践レポート

生活支援部特別支援課はばたき・ひなた寮生活支援員　岡本　　萌生活支援部特別支援課はばたき・ひなた寮生活支援員　岡本　　萌

集団心理教育プログラム導入の経過集団心理教育プログラム導入の経過
Ⅳ．SSTの進め方

　SSTは、①始まりのあいさつ②今回のテーマの説明③前回

の振り返り④ウォーミングアップ⑤約束の確認⑥ロールプレ

イ⑦振り返りシートの記入⑧終わりのあいさつという流れで

進みます。毎回テーマについては、日々のコミュニケーショ

ンで気になっていることや、よくあるエピソードをあげ、そ

の中から全体のSSTで練習したいものを選んでいます。ウォー

ミングアップでは、場の雰囲気が和むよう全員で盛り上がれ

るようなものを一つと、あいさつの文字探しや、短所を長所

に言い換えるかるたなどSSTに関係があり、次の活動の準備

になるようなものの２種類行います。ロールプレイでは最初

に職員がいい例と悪い例のデモンストレーションを見せます。

セリフの中に心の声なども盛り込み、伝わりやすくなるよう

にしています。いい例のデモンストレーションに対し良かっ

たポイントをみんなで挙げ、そのポイントを意識しながら、

利用者全員が職員を相手役にしてロールプレイを行います。

そして、ロールプレイについて良かったところを利用者に発

表してもらい、全員でほめます。ロールプレイが全員終わっ

たら振り返りを行い、最後に次回までの宿題を考えます。宿

題は日常生活の中で自分が練習したい場面などを設定します。

宿題を行うと職員からコメント（正のフィードバック）をもら

います。

　
Ⅴ．利用者の反応
男性利用者Ａさん

・生育歴の中でほめられる経験が極端に少なく、自己にネガ

ティブなイメージを持っていた。

→何度もほめられることに気恥ずかしさを感じていたが、毎

回の宿題を積極的に行い職員に報告するなど、SSTを意識

したコミュニケーションが増えた。

女性利用者Ｂさん

・SSTがどういうものかわからず、緊張や不安から１回目は参

加できなかった。

→個別でSSTの補習を行い、「楽しい」ということを知り、２

回目には参加でき、積極的に発言もできた。

男性利用者Ｃさん

・普段から大きな声でのあいさつを心懸けていた。

→「あいさつ」のテーマのSSTを経て、自分の行動に一層自

信が持てるようになった。

　SST開始前の説明では、多くの利用者が新しいことに対し

て不安や緊張した様子を見せていましたが、回を重ねるごと

にSSTに慣れ、多くの利用者が積極的に参加してくれ、雰囲

気も良く継続することができています。

Ⅵ．現状の改善点・反省点
　現状の改善点として、日常生活への般化が十分でないこと

があげられます。SSTの場面では相手役の職員とロールプレ

イを行うことで練習ができています。また、宿題を設定し、

寮の中で行う場面も設定していますが、宿題以外の場面や、

利用者同士だと難しいといったこともあります。

　SSTで練習したことを日常生活で取り入れていくには寮全

体で雰囲気を作っていくことが必要です。例えば、利用者が

困っている際に、「この間SSTで練習しましたね。」「こんな風

にやったらコミュニケーションがうまくいきましたね。」等、

職員から言葉かけをする。SSTで練習したことを意識したコ

ミュニケーションができた場合には賞賛するなどです。この

ような関わりは普段から意識していることでもありますが、

発展的な関わりとして、日常生活の場面でもミニSSTのよう

なことができると、さらにコミュニケーションに自信が持て

るようになるのではないかと思います。

Ⅶ．令和３年度以降の心理教育プログラムの展望
　令和２年度は、集団心理教育プログラム導入のための体制

構築ということで、現状の支援との調整を図りながら、職員

は心理教育を用いた支援への理解を目標として全利用者を対

象にSSTを行ってきました。令和３年度はSSTに加えて感情

の学習、境界線の学習、認知の修正などの心理教育を行います。

さらに、性加害行為への個別心理プログラムを試行し、職員

の心理教育を用いた支援方法の獲得を目指します。令和４年

度からは人間関係構築に関する集団心理教育プログラムと性

加害行為に対する集団心理教育プログラム、性加害行為への

個別心理プログラムを行い、性問題・対人関係の問題に対す

る効果的な包括的支援を構築します。以上の通り３年計画を

想定していますが、これらの支援を実施していくにあたり、

国立のぞみの園内外の関係者の皆様のご理解ご協力が必要不

可欠です。今後も、これらの取り組みについて多くの情報を

発信できるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願

いします。　

あいさつや拍手を反復
→リズミカルな進行

①始まりのあいさつ
②今回のテーマの説明
③前回の振り返り
④ウォーミングアップ
⑤約束の確認
⑥ロールプレイ
⑦振り返りシートの記入
⑧終わりのあいさつ

ウォーミングアップ
・10分程度のアイスブレーク
※普段の日中活動でも実施中

ロールプレイ
・SSTの本編
・場面設定に沿って練習を行う
・練習のたびに正のフィードバック

振り返りシートの記入
・自己評価
・感想
・宿題の設定
・職員の正のフィードバック
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「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園における
研究データの取扱いに関する基本方針（データポリシー）」の策定について

̶その経緯と内容についての報告̶
研究部研究課研究員　古屋　和彦

Ⅰ．策定の背景

　科学技術基本法の第５期基本計画（2016 〜 2020）に基づ

く取り組みとして、2018 年に“統合イノベーション戦略”が

閣議決定され、「オープンサイエンスのためのデータ基盤（研

究データの管理・公開）の整備」を国立研究開発法人が促進

することとなりました。

　厚生労働省は、所管する国立研究開発法人およびその他の

研究機関が策定するデータポリシーについて、2019 年度の

厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究）

「厚生労働分野のオープンサイエンス推進に向けたデータポ

リシー策定に資する研究」（主任研究者：国立保健医療科学院　

木村統括研究官）を通して検討し、2020 年度中に各施設で策

定することとしました。この研究には、16 の研究機関（医薬

基盤・健康・栄養研究所／国立がん研究センター／国立循環

器病研究センター／国立精神・神経医療研究センター／国立

国際医療研究センター／国立成育医療研究センター／国立長

寿医療研究センター／国立医薬品食品衛生研究所／国立保健

医療科学院／国立社会保障・人口問題研究所／国立感染症研

究所／国立障害者リハビリテーションセンター／国立病院機

構／労働者健康安全機構／国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園／労働政策研究・研修機構）が参加しました。

　国立のぞみの園（以下、「のぞみの園」という。）では、国立のぞみの園法第３条に基づき、知的障害者の福祉の向上を

図ることを目的に、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行っています。この研究活動を通じて得る研究成果情報（以

下、「研究データ」という。）は、国民全体にとって重要な知的財産であり、広く有効な利活用を図るよう、必要な措置を

講じることが求められています。そのため、のぞみの園では、研究データを広く活用してもらうための基本方針を定めま

したので、その経緯と内容についてご紹介します。

Ⅱ．策定に向けての対応

　のぞみの園は、この研究に先駆けて、研究成果の公開を、①

研究紀要の電子化およびホームページでの公開、②補助金研究

の報告書への集計データの添付およびホームページでの公開、

③国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) の電子ジャーナ

ルプラットフォーム（J-STAGE）への登録などを行ってきま

した。今回、2018 年に内閣府が示した「国立研究開発法人に

おけるデータポリシー策定のためのガイドライン」（＊１）に基

づいて、のぞみの園の研究データの提供方法について見直しを

行い、紀要等に公開されていない研究データについても利活用

可能となるようにデータポリシーを策定しました。

（＊１）ガイドラインにおける

データポリシーで定めるべき項目

１. 機関におけるポリシー策定の目的

２. 管理する研究データの定義、制限事項

３. 研究データの保存・管理・運用・セキュリティ

４. 研究データに対するメタデータ、識別子の付与、

    フォーマット

５. 研究データの帰属、知的財産権の取り扱い

６. 研究データの公開、非公開および猶予期間ならびに引用

20　NEWS LETTER



調査・研究 調査・研究

Ⅲ．データポリシーの策定内容

　のぞみの園のデータポリシーの内容は、研究データの取扱

いに関する目的、対象、管理・保存・メンテナンス、公開、請

求等、研究データの帰属・知的財産、免責の全７条で構成し

ガイドラインで示された項目を網羅したものとしました。対象

となる研究データは以下の（＊２）に示した１から３に該当す

るものとなります。

（＊２）データポリシーの対象となる

国立のぞみの園の研究データ

１．国立のぞみの園が独自に行った調査研究によって得

たもののうち、個人情報を削除したデータ

２．外部の資金（厚生労働科学研究、障害者総合福祉推

進事業、社会福祉推進事業、民間団体の研究助成）

を活用して国立のぞみの園が主任研究者又は実施主

体として行った調査研究によって得たもののうち、

個人情報を削除したデータ

３．外部組織との協業、共同研究等を通して得たもので、

公開に同意されたデータ

※ただし、研究データのうち、数値等の集計前のものに

ついては、請求ごとに個別に審議対応することとし、

安全管理対策等を施した上で、のぞみの園が妥当であ

ると認めたもののみ、公開するものとする。また、知

的財産権等の保護や個人情報の保護、その他の観点か

ら、のぞみの園が公開することが適当でないと判断し

たものについては、公開の対象外とする。

Ⅳ．研究データの利活用について

　これまで通り、のぞみの園のホームページに紀要等で公開

された研究データは、Ⅱの①〜③で示した引用元を正しく表

示することで手続きなくご使用ください。今回のデータポリ

シーでは、紀要等に公開されていない研究データの利活用に

ついての手続きを定めており、研究データの利活用の受付窓

口は総務企画局総務部総務課となります。研究データの利活

用を希望される方は、のぞみの園ホームページより「法人文

書開示請求書」（様式第 1 号）に、①研究計画書、②当該研究

等の倫理審査結果、③引用する研究データの表示方法（イメー

ジ）、④論文発表（公開）等の予定等の情報を記載した書面（自

由記載）を添えて、受付窓口に提出してください。なお、論文

発表後は研究成果物の提出もお願い致します。書類の受付後、

開示の可否を審査し、利活用希望者にご回答します。

Ⅴ．最後に

　のぞみの園では、これまでも、全国の支援者をはじめ、支

援に関わる多くの方々に研究データを活用してもらうために、

関連する学会やセミナー、研修会や講演会においても、広く

発表を行ってきました。今回は、さらに情報通信技術（ICT）

の急速な進展や国際動向を踏まえ、国内外の多くの方にのぞ

みの園の研究データを活用して頂くことを念頭に、利活用の

推進しやすい環境を整備しましたので、ぜひ、研究データの

活用をお願いいたします。

　なお、今回策定したデータポリシーおよび研究紀要は、の

ぞみの園のホームページにてご覧いただけます。下記の URL

よりアクセスしてください。

国立のぞみの園ホームページ

URL: https://www.nozomi.go.jp/

≪データポリシーの閲覧≫

≪研究紀要の閲覧≫

法人概要　→　情報開示　→　関係法令・法人規程等

調査・研究　→　調査研究報告・テキスト　→　紀要
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Ⅰ．『知っている』と『共感的理解』の隙間
　自閉スペクトラム症は、いわゆる「三つ組」と呼ばれる

特徴的な発達経過が根拠となり診断されます。たとえば視

線が合いにくく、オウム返しや言葉の理解や使い方が独特

でコミュニケーションがとりにくかったり、こだわりが強

くいつもと違う状況や急な変更にパニックになったり、感

覚の偏りのために耳塞ぎをしたりといった様子がみられる

こともあります。しかし、このような特徴的な発達経過、

行動を見て、「自閉スペクトラム症がある人だからそうする

んだ」と認識するだけで終わってしまっていては適切な支

援にはつながりません。自閉スペクトラム症について『知っ

ている』、知識を持っているということでしかありません。

支援のために必要なのは、自閉症特性を持つその人が何を

どのように体験し、どのような心理状態にあるのか理解す

ること、つまり『共感的理解』です。

　しかしこの『知っている』と『共感的理解』の隙間を感

じるがことがあります。たとえば学齢期のお子さんの支援

会議でそのお子さんの支援について関係者と話し合ってい

ると、その子の行動面の特徴が自閉スペクトラム症の特性

由来であるということは共有できるのに、「パニックを起こ

して物を壊したり人を叩いたりして困るので薬を飲んだ方

がいいのではないか」といった話になってしまうことがあ

ります。パニックを起こすような本人の心理状態、その背

景を理解することが抜け落ちてしまうのです。自閉スペク

トラム症だからパニックを起こすのではありません。自閉

スペクトラム症の特性を持った方が、強い不安・不快を感

じてひどく混乱したからパニックを起こすのです。何がど

のように不安、不快だったのかについての理解無くして適

切な支援には至りません。『共感的理解』に基づいて考えれ

ば、その子に必要なのは“薬”ではなく“安心感”です。

　自閉スペクトラム症の特性に関する知識はその人を理解

するための“道具”です。道具を持っているだけでは宝の

持ち腐れであり、その人のために道具を活用して初めて意

味があります。自閉スペクトラム症など、発達障害について

の理解を広げる啓蒙は非常に重要ですが、『知っている』と

『共感的理解』の隙間が見過ごさないように注意していきた

いものです。

Ⅱ．『一般的知識』と『支援の実際』の隙間
　かつて自分が参加したセミナーで、実際に会場に来ていた

だいた自閉スペクトラム症のあるお子さんの活動を組み立

てるという実践的な研修を受けました。知的な遅れを伴い、

言葉でのコミュニケーションが困難なお子さんだったと記

憶しています。そのお子さんの活動を組み立てるのに、絵

や写真のカードを用いてスケジュールを作成しました。し

かしそのお子さんは、提示したスケジュールを意識せずマ

イペースに行動し、組み立てた活動に取り組みませんでし

　自閉スペクトラム症をはじめ、発達障害についての認知度は年々向上しているように感じます。法律も整備され、早期

発見・早期療育の重要性が示され、相談機関や支援機関も増え、様々な療育、支援技法についても広く知られ、実践され

るようになってきていると思います。しかし、当事者やご家族の困り感、不安などが連動して改善しているかというと必

ずしもそうなっていないような気がします。なぜだろう、と考えていると『隙間』というキーワードが浮かびました。今

回は様々な『隙間』について述べてみようと思います。

『隙間（すきま）』に注目してみよう
診療部長　成田　秀幸
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た。その後の振り返りでスーパーバイザーから「なぜ絵カー

ドを用いたんですか？」と尋ねられました。しかし当時の

自分はその質問に答えられるような根拠もなく絵カードを

用いていたのです。ハッとさせられました。

　また、担当したほかのお子さんの支援でもこのような体

験をしました。やはり絵カードで作成したスケジュールを

提示したところ、余暇活動の散歩のカードを示すと毎回破

かれてしまい、その紙切れを並べたり折り曲げたりしてい

たのです。散歩に行きたくない意思表示なのだろうか、と

も思いましたが、試行錯誤の結果そうではなかったことが

わかりました。その子がいつも散歩に行くときにかぶる帽

子を見せたら嬉しそうに散歩に出かけて行ったのです。食

事の予定などは絵カードを理解しているようで行動の手が

かりとして活用していましたが、人が歩いているようなイ

ラストと文字で散歩の予定を示したつもりの絵カードは、

その子にとっては意味の分からないただの紙、工作の材料、

だから破いてそれをもてあそんでいたのだと思います。

　同じ人でも、スケジュールの内容によって写真がわかり

やすかったり、文字がわかりやすかったり、具体物がわか

りやすかったりします。根拠もなく一律に絵カードで示し

ているとしたら、支援者側の視点に偏っていないか検証し

てみるとよいかもしれません。アセスメントを積み重ね、

試行錯誤を繰り返していくことで、いろいろな視覚情報が

混じって少々不格好かもしれませんが、その人にとっては

よりわかりやすく扱いやすい適切なスケジュールを作り上

げていけるとよいと思います。

　自閉スペクトラム症のある方は視覚優位であるという『一

般的知識』は持っていても、その方にとってどのような視

覚情報がわかりやすく、活用できるのかというアセスメン

トが欠けていては『支援の実際』には生かすことができま

せん。これはもちろん視覚優位という特性に限ったことで

はありません。様々なツールや支援技法を用いても行き詰

まりを感じるときには、『一般的知識』と『支援の実際』の

隙間がないかという視点で支援の在り方を見直してみるの

もよいかもしれません。

Ⅲ．『活動』と『活動』の隙間
　自閉スペクトラム症のお子さんで、学校で授業中にほか

の子にちょっかいを出したり立ち歩いたりして困っている、

と相談を受けることがあります。落ち着きがない、多動だ

から ADHD も合併しているのではないか、薬を飲んだ方が

いいんじゃないかと提案されることもあります。しかしよ

くよく状況を伺ってみるとそうではないことも多々ありま

す。たとえば、先生が「この問題を解いてみましょう」と

提示した問題を解き終わったものの他のお子さんはまだ解

き終わっておらず、皆が解き終わるまで待っている、ある

いは、提示された問題が理解できず取り組めないなど、そ

の子にとっては手持無沙汰な隙間の時間になっており、そ

のために場にそぐわない行動をとってしまっていることで

“落ち着きがない”と周りから解釈されている場合などです。

この場合、薬を飲むのではなく、手持無沙汰になる時間の

過ごし方を具体化して、その子にとって意味のある時間に

して隙間を埋めることが有用です。

　視覚的情報を積極的に用いて、自立課題を組み、物理的

構造化もしっかり取り組んでいても、『活動』と『活動』の

隙間、本人が手持無沙汰に感じる時間が放置されてしまう

と不安や苦痛を感じやすく、その結果としての不適切行動

につながりやすくなります。学校や通所施設での休憩時間、

帰宅したあと夕食までの時間、休日など、活動や具体的な

予定の隙間になる時間をどう組み立てるかということも支

援における大切な視点だと思います。

Ⅳ．おわりに
　今回は様々な「隙間」について述べてみました。支援者

側の視点では見落としがちな、本人にとっては「隙間」に

なりやすいポイントをおさえて、よりよい支援につなげて

いきたいと思います。
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Ⅰ．〜背景〜
　のぞみの園では、地域で暮らすことの意義や実際移行さ
れた方の暮らしを保護者懇談会で説明、また地域移行通信
といった書面でお知らせするなどし、“知っていただく”機
会を設け、そこから理解を得ることを最も大切にしてきま
した。しかしながら、保護者として携わっていたご両親や
ご兄弟の世代も、時間の経過と共に代替わりし、本人から
すれば甥や姪にあたる世代が保護者となる状況が増えて
います。そんな中で、改めて地域移行について関心を持っ
ていただければというのが、一つ目の作成に至った経緯で
す。二つ目の理由としては、地域移行への取り組みを継続
する中で、数多く移行に結びついた実績を事例としてお伝
えできる中身が備わってきたのではないかということです。
また、これから地域生活を考えて行こうとする方や興味は
あるものの手立てが見つからない方などへ、できる限り分
かりやすく知っていただくことはできないか？と検討を重
ね、パンフレットという形態をとることになりました。

Ⅱ．〜構成内容〜

　パンフレット作成にあたっては、のぞみの園における地
域移行のこれまでの取り組みを通して、押さえておくべき
基本的な情報を分かりやすく伝えることを心がけました。

事業企画部サービス調整課地域移行係長　篠原　浩貴

また閲覧していただく対象は、主
に地域移行の取り組みをご本人
の周りで支えていただいている方

（保護者／行政／関係機関等）向
けになっています。以下にパンフ
レット内容について、抜粋する形
でご紹介させていただきます。
※この後１〜８の番号はパンフ
レットの目次番号を表していま
す。
　まず、目次内容の１〜４については地域移行の基本的な
考え方や、グループホームの実情を統計データの数値をも
とにお伝えする中身になっています。

　「２．ＧＨ利用者の実際」

　特に「２．ＧＨ利用者の実際」について、グループホー
ムでの暮らしを数量や割合で示すことで、時代の変遷と共

地域移行の取り組み パンフレット「あたりまえの生活を目指して」
〜国立のぞみの園の地域移行の取り組みから〜

　国立のぞみの園（以下、「のぞみの園」という。）が地域移行の取り組みをはじめてから今年で18年目を迎え、地域へ
移行された方は178名（R2.12.31時点）となりました。この間、本人やご家族、また関係自治体及び事業所には多大
なるご協力をいただきました。知的障害がある人への合理的配慮として、意思決定支援の必要性が求められる中、入所施
設からの地域移行に改めてスポットが当たりはじめています。そこでのぞみの園で取り組んできた地域移行をまとめるこ
とで、現在、地域移行に取り組まれている方、またこれから地域生活について考えて行こうとしている方など、多くの方
の参考や手引きとなればという視点からパンフレットを制作しました。ここに経緯や内容について報告いたします。

（※パンフレットはhttps://www.nozomi.go.jp/ のぞみの園HP「11/19　お知らせ」に掲載）

目次
　１．地域移行って何？
　２．GH利用者の実際
　３．よくある話
　４．地域移行に関わる関係機関
　５．どんな流れで進めたら良いのか
　６．それぞれの段階における留意点
　７．意思決定支援について
　８．地域移行の意思決定支援
Ｑ＆Ａ　地域移行後、幸せに暮らしている皆さん
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に地域の実情が変わってきていることお伝えしています。
過去に利用できるサービス資源が乏しく地域生活を検討す
るまでに至らなかったケースも少なからずある中で、それ
ぞれの地域での差はあるかもしれませんが、地域で暮らす

人（環境）は増えていることがご理解いただけるかと思い
ます。

　　「５．どんな流れで進めたら良いのか」
　「６．それぞれの段階における留意点」

　目次、５．６の内容では、地域移行における準備〜定着ま
での流れを段階別に分け、それぞれの段階で押さえておか
なければならない視点や留意するポイントをまとめていま
す。

　地域での暮らしを本人、保護者などで検討するとき、こ
れまでの暮らしから離れ、新たな環境に身を置くことへの
抵抗感や不安を感じるのは誰しもが抱える悩みであり、地
域生活に一歩踏み出せないことの大きな理由の一つと考え
られます。パンフレットでは、地域の暮らしにつないでい
くことだけではなく、移行後の暮らしにも必要な配慮＝（移
行後のフォローアップ）があることも伝えています。地域
の暮らしを始めた後に、これまでの相談できる関係性を残
しておくことが、地域の暮らしを検討する段階から暮らし
を定着させる段階まで、安心感を持って地域移行に進んで
いくための配慮として欠かせない部分と考えています。

　「７．意思決定支援について」　
　「８．地域移行の意思決定支援」

　障害を抱える利用者においては、自分の意思を上手く表
現できない人たちもいる中で、地域の暮らしについて検討
するとき、周囲の人たちがご本人の考えや声をどのように
推し量っていくのか？という部分はとても重要なポイント

になってきます。「７．意思決定支援について」では、移行
調整を進める際の地域生活への意向や意思の確認について
の「意思決定支援」の必要性を盛り込みました。　
　「意思決定支援」には、意思形成支援と意思表出支援の内
容がありますが、例えば意思を形成する過程では，実際の
地域生活を体験することで、今現在の暮らしと比較し、良
い点や異なる点などの理解が進むこと、また、その先には
選択するという意識が芽生えてくるなど、経験、体験する
ことの必要性を掲げています。
　また、周囲の一方的な解釈で地域生活を推し進めるので
は無く、表出表現に苦手さを抱える人が多くいることを前
提に、第３者による複数人での意向の確認作業も重要で、
移行の調整を進める各段階でご本人の地域生活に対する意
思をどのように汲み取っていくのか、各段階別に簡易的で
はありますが掲載しています。

　Ｑ＆Ａ
　地域移行後、幸せに暮らしている皆さん

　パンフレットの後半には、Ｑ＆Ａ形式で、地域での暮ら
しを考えるときによく問い合わせをいただく内容や、のぞ
みの園で地域移行を進めてきた中で、関係者の皆さんから
寄せられた声を掲載させていただきました。併せて、のぞ
みの園から移行された実例を載せることにより、移行され
た後の暮らしや色々な経緯があることを知ってもらい、少
しでも不安や疑問を取り払い、地域移行を改めて考えるきっ
かけになればという想いでまとめています。

Ⅲ．〜おわりに〜
　のぞみの園が開設された昭和46年当時（旧　国立コロ
ニーのぞみの園）の役割は「終の棲家」でした。安心して
暮らせることができる環境として、全国から重度・最重度
の知的障害がある人が入所された経緯から、地域移行を
進めるときには全国各地のそれぞれの地域が対象となりま
す。そのため、一人ひとりの地域移行の取り組みは、準備
から暮らしの定着まで、経過を辿った事例であるからこそ、
多くの方の参考になるものと考えています。様々な事例を
通してまとめられた内容は、いわばフォーマットと言える
ものかもしれません。
　地域の暮らしを積極的に支えている方、今まで全く考え
たこともない方、少し興味がある方など、色々な人に見て
いただき、ご意見をいただければ幸いです。いただいたご
意見をもとに、継続してより良い物にしたいと考えていま
す。

フォローアップ

（準備段階）暮らしへのニーズを現状の生活から把握

（開始段階）利用者および家族の意向の確認

（実施段階）候補事業所の見学、体験、地域移行の意思確認

（定着段階）地域移行
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Ⅰ
●日　　程
【基礎研修】
　第１回　令和３年５月 24日（月）・25日（火）

　第２回　　　　　６月 ７日（月）・ ８日（火）

　第３回　　　　　６月 21日（月）・22日（火）

【実践研修】
　第１回　令和３年５月 27日（木）・28日（金）

　第２回　　　　　６月 10日（木）・11日（金）

　第３回　　　　　６月 24日（木）・25日（金）

●募集人数／都道府県からの推薦者４名
　※オブザーバーでの参加については要相談

●方　　法／オンライン（Zoom）

①知的・発達障害者のすこやかシリーズ編
「知的・発達障害者の生活習慣病について」

●日　　程／令和３年 11月頃予定
●方　　法／オンデマンド
●募集開始／令和３年９月頃予定

②「高齢期の知的・発達障害者の支援の現場からの提言」
●日　　程／令和３年 11月頃予定
●方　　法／オンデマンド・鼎談
●募集開始／令和３年９月頃予定

令和３年度強度行動障害支援者養成研修
（指導者研修） Ⅳ

●日　　程／令和３年 10月頃予定
●方　　法／オンライン（Zoom）
●定　　員／ 300名
●募集開始／令和３年７月頃予定

障害者の福祉的就労・日中活動サービス
～生活介護・就労継続支援Ｂ型の多様な実践を学ぶ研修会～

Ⅴ
【基礎編】
●オンデマンド配信（令和３年６月～年度内）
　※受付は、５月以降随時

【中級編】
●日　　程／・動画視聴　令和３年 10月～12月頃
　　　　　　・鼎　　談　令和３年 12月予定

●方　　法／オンデマンド、オンライン（Zoom）
●定　　員／ 50名
●募集開始／令和３年７月頃予定

知的障害のある
犯罪行為者への支援を学ぶ研修会

Ⅵ
●日　　程／・基調講演（動画配信）令和４年１月頃予定
　　　　　　・鼎談（動画配信）　　　　　　２月頃予定

　　　　　　・分科会（集合型）　　　　　　２月頃予定

●方　　法／オンデマンド、集合型
●定　　員／ 50名
●募集開始／令和３年 10月頃予定

非行・犯罪行為に至った知的障害者を支援し
続ける人のための双方向参加型研修会

Ⅱ 国立のぞみの園セミナー

●日　　程／令和３年 10月頃（３～４回開催）
●方　　法／オンライン（Zoom）
●定　　員／ 50名
●募集開始／令和３年８月頃予定

Ⅲ

令和３年度　研修会・セミナーのご案内
　国立のぞみの園では、毎年度 10本以上の研修会等を開催しています。令和３年度におきましても障害福祉や保健医

療に従事されます皆様の関心が高いテーマを取り上げ、支援現場等で役立ていただくために、次の研修会等を開催いた

しますので、皆様のご参加をお待ちしております。

※新型コロナウイルス感染拡大等により、開催の延期及び中止する場合もございますので、ご承知おき下さい。

̶お申し込み・お問合せー
独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
総務企画局事業企画部研修・養成課
TEL 027-320-1357

強度行動障害支援者養成研修
（フォローアップ研修）
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○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・
短期入所・日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416 【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提
供しています。
TEL.027-320-1005 【地域支援部発達支援課】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けてい
ます。
TEL.027-320-1327 【事務部医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520 【事業企画部相談係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働い
ている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催、実習生等の受入について

　研修会やセミナーの開催、大学・専門学校などからの学生等の受入のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357 【事業企画部研修係】
　
○ボランティアの受入、施設見学について

　ボランティアの受入や施設見学等のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1322 【事業企画部養成係】

○刊行物のご案内

　ホームページ https://www.nozomi.go.jp/　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613 (総務部) 
FAX.027-327-7628 (直通)

編集事務局からのお願い
　市町村合併や人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりま
した場合には、新しい送付先名等をFAXやE-メールなどで事務局あてにご連絡をいた
だけますと幸いです。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ https://www.nozomi.go.jp/
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。

調査・研究　→ 調査研究報告・テキスト　　　
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